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ホーチミン市駐在員事務所設立に関するお知らせ 
 

株式会社ＡＤＥＫＡ（代表取締役社長：郡 昭夫）は、グローバルビジネスの更なる拡充･

強化のため、ベトナムのホーチミン市に駐在員事務所を設立し、業務を開始致しました。 

 

ベトナムを含む東南アジア地域は経済成長が著しく、今後ますます成長が期待される市場です。 

当社は既に ASEAN 地区において、シンガポール、マレーシア、タイで事業を展開しておりま

すが、ベトナムにおいても化学品・食品事業の販売拡大と事業基盤の強化を目指して、新たな  

ビジネスチャンス発掘の為の市場調査等に取り組んでまいります。 

 

 

 ＜ホーチミン市駐在員事務所の概要＞ 

1) 所在地 ベトナム・ホーチミン市 

2) 業務開始日 2016 年 10 月 1 日 

3) 主な業務内容 化学品・食品の市場調査等 

 

以上 

■本リリースについてのお問い合わせ先 

株式会社ＡＤＥＫＡ 法務・広報部 総務・広報グループ Tel:03-4455-2803 


